
　１　被災状況の情報収集　（地域医療連携課）

① 被災地における被災者数（予想数）の情報

② 被災地周辺の道路状況

③ 被災地における災害拠点病院の被害状況 等

　２　ＤＭＡＴ出動要請手順　（地域医療連携課）

（地域医療連携課　→　ＤＭＡＴ指定病院）

　●ＤＭＡＴの出動を要請

　●ＤＭＡＴ指定病院へ「奈良ＤＭＡＴ出動要請書」をＦＡＸ送信 ※原本は別途郵送

（ＤＭＡＴ指定病院）

　●ＤＭＡＴの出動要請を受け、出動について判断、決定

（ＤＭＡＴ指定病院　→　地域医療連携課）

　●地域医療連携課に対して出動の決定、出動時間等を報告

（地域医療連携課　→　各災害拠点病院）

（地域医療連携課　→　県災害対策本部）

（地域医療連携課　→　市町村災害対策本部）

　●関係機関に対し、ＤＭＡＴの出動について連絡し、情報共有

　３　他都道府県ＤＭＡＴの応援が必要な場合　（地域医療連携課）

（地域医療連携課　→　他都道府県）

（地域医療連携課　→　厚生労働省）

　●ＤＭＡＴ本部等と応援先、必要チーム数及び活動内容等を調整

　●地域医療連携課より他都道府県（場合により厚生労働省）に応援要請

手順書１

ＤＭＡＴ出動要請手順　（県内大規模災害発生時）

その４　出動の周知

　情報収集等の結果ＤＭＡＴの出動が必要と判断された場合、ＤＭＡＴ指定病院に対
し、以下の手順によりＤＭＡＴ出動要請

その１　出動要請

その２　出動の決定

その３　出動の報告

・待機基準を満たした場合、地
域医療連携課担当者は県庁に
参集するとともに被災状況等を
勘案し、災害医療コーディネー
ターに県庁への参集を依頼。
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フロー図１ 【県内大規模災害発生時】

他都道府県 県 県 ＤＭＡＴ指定病院
又は国 （防災担当課） （地域医療連携課） 及びＤＭＡＴ

※出動体制を整え、待機

※被災情報伝達

※必要に応じて依頼
（必要に応じ地域医
療連携課にも連絡）

※参集状況入力（隊員）

　待機完了報告（病院）

※待機の必要がなくなった場合

※必要に応じて依頼

ＤＭＡＴ関係機関連絡先
地域医療連携課　(平日昼間) 0742-27-8935
県立医科大学附属病院 0744-29-8962
奈良県総合医療センター 0742-46-6001
市立奈良病院 0742-24-1252
済生会中和病院 0744-43-5001
近畿大学奈良病院 0743-77-0880
大和高田市立病院 0745-53-2901
南奈良総合医療センター 0747-54-5000
奈良県西和医療センター 0745-32-0505
宇陀市立病院 0745-82-0381

0743-63-5611

関係機関

※病院へ電話及び文
書にて （災害医療コー
ディネーターと相談）

※要請を受け、出動を
県に報告

項目

県

※出動時、道中、到着
時等チーム状況を伝達

ＤＭＡＴ
指定病院

天理よろづ相談所病院

（県内）大規模災害発生

職員配備 職員配備 自動待機

体感、ＴＶ、ラジオ、ＥＭＩＳ等により災害を確認

待機要請

待機解除

出動要請 ＤＭＡＴ出動

被災状況の情報収集→（派遣が必要と認められた場合）

状況報告
（随時）

※システムに活
動状況を入力

情報集約及び
活動支援

※情報をシス
テム（掲示板）

へ入力

・市町村
・消防機関

ＤＭＡＴ指揮所等の状況をもと
に、ＤＭＡＴチームリーダー、
災害医療コーディネーター、
県等で協議の上撤収を決定

覚知

待機

出動

撤収

必要に応じて、ＳＣＵ設置→フロー図４へ

※システムによる一斉送信 又は

病院及びＤＭＡＴチームリーダーに電話にて

自動待機の場合は、覚
知後直ちに、参集状況
を入力してください
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（消防機関）

（消防機関　→　地域医療連携課）

（地域医療連携課　→　ＤＭＡＴ指定病院）

（DMAT指定病院　→　地域医療連携課）

①消防機関は地域医療連携課にDMAT出動要請依頼

●地域医療連携課は（災害医療コーディネーター等と調整の上）要請先医療機関を決定

②地域医療連携課はDMAT指定病院に出動を要請

●消防機関は地域医療連携課に「奈良ＤＭＡＴ出動要請（依頼）書」をＦＡＸ送信

●地域医療連携課は該当ＤＭＡＴ指定病院へ「奈良ＤＭＡＴ出動要請書」をＦＡＸ送信

④出動を承諾したDMATは現場に出動

（地域医療連携課　→　消防機関）

（地域医療連携課　→　各ＤＭＡＴ指定病院）

（DMAT　→　地域医療連携課）

●地域医療連携課は消防機関へDMATの出動を連絡

●県は各ＤＭＡＴ指定病院に結果を報告

⑤DMAT（指定病院）は地域医療連携課へ状況を報告
・・・地域医療連携課は状況に応じ撤収を依頼

ＤＭＡＴ出動要請手順　（県内局所集団災害発生時）

手順書２－１

平日昼間に発生した場合

その１　システムへの登録

その３　出動の周知等

その２　出動の要請・承諾

●消防機関は、災害が発生した場合、「奈良県救急医療情報システム」にエリア災害登録を
行う

③DMAT指定病院は出動の承諾等を地域医療連携課へ連絡し、「奈良ＤＭＡＴ出動報告書」
をＦＡＸ送信

※消防機関は、地域医療連携課に連絡する暇がない場合は、災害医療コーディネーターに
直接出動を依頼することができる。

県内局所集団災害は、交通災害、爆発、崩壊等限られた範囲で発生したものをいい、
初動の迅速な対応がより重要視される。

※エリア災害登録をした時点で、各DMAT指定病院、DMAT隊員、県庁担当者へ災
害発生のメールが一斉送信される。

県庁（地域医療連携課）
へ出動要請を依頼
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【県内局所集団災害発生時】

①

　　　　②

③

※参集状況入力（隊員）

　出動準備完了報告（病院）

⑤

ＤＭＡＴ関係機関連絡先
地域医療連携課　(平日昼間) 0742-27-8935
県立医科大学附属病院 0744-29-8962
奈良県総合医療センター 0742-46-6001
市立奈良病院 0742-24-1252
済生会中和病院 0744-43-5001
近畿大学奈良病院 0743-77-0880
大和高田市立病院 0745-53-2901
南奈良総合医療センター 0747-54-5000
奈良県西和医療センター 0745-32-0505
宇陀市立病院 0745-82-0381

0743-63-5611

ＤＭＡＴ指定病院

県

※暇がない場合は、
災害医療コーディ
ネーターに依頼可

平日昼間に発生した場合
フロー図

２－１

項目

※出動要請依頼後、
県防災統括室にも連
絡

消防機関

ＤＭＡＴ
指定病院

天理よろづ相談所病院

及びＤＭＡＴ

④
※要請の必要がなく
なった場合

県
（地域医療連携課）

（県内）局所集団災害発生

承諾

要請

出動

撤収

DMAT（指定病院）は県
（地域医療連携課）へ状
況を報告

ＤＭＡＴ出動

安全対策、活動
支援及び情報提
供

局所災害（出動）基準

①５名以上の重傷・中等症の傷病者の発生が

見込まれる場合

②被災者の救出に時間を要する等ＤＭＡＴが

対応することで効果があると認められる場合

出動要請

救急医療情報シ
ステム入力

出動要請
（依頼）

DMATチームリーダー、
消防機関等関係機関と
の協議の上、県（地域医
療連携課）はDMATの撤
収を決定

キャンセル

※病院へ電話及び文書
にて （災害医療コーディ
ネーターと相談）

県（地域医療連携課）は
災害医療コーディネー
ターに状況を報告

災害発生の自動通
報メール

DMAT隊員へ参集メール
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（消防機関）

（消防機関　→　県担当者）

（県担当者　→　災害医療コーディネーター）

（県担当者　→　ＤＭＡＴ指定病院）

（DMAT指定病院　→　県担当者）

①消防機関は県担当者に出動要請依頼

●県担当者は（災害医療コーディネーター等と調整の上）要請先医療機関を決定

②県担当者はDMAT指定病院に出動を要請

●消防機関は地域医療連携課に「奈良ＤＭＡＴ出動要請（依頼）書」をＦＡＸ送信

④出動を承諾したDMATは現場に出動

（県担当者　→　消防機関）

（DMAT　→　県担当者）

●県担当者は消防機関へDMATの出動を報告

⑤DMAT（指定病院）は県担当者へ状況を報告
・・・県担当者は状況に応じ撤収を依頼

その３　出動の周知等

ＤＭＡＴ出動要請手順　（県内局所集団災害発生時）

手順書２－２

休日・夜間に発生した場合

●消防機関は、災害が発生した場合、「奈良県救急医療情報システム」にエリア災害登録を
行う

その２　出動の要請・承諾

その１　システムへの登録

③DMAT指定病院は出動の承諾等を県担当者へ連絡し、地域医療連携課まで「奈良ＤＭＡ
Ｔ出動報告書」をＦＡＸ送信

※消防機関は、地域医療連携課に連絡する暇がない場合は、災害医療コーディネーターに
直接出動を依頼することができる。

県内局所集団災害は、交通災害、爆発、崩壊等限られた範囲で発生したものをいい、
初動の迅速な対応がより重要視される。

※エリア災害登録をした時点で、各ＤＭＡＴ指定病院、ＤＭＡＴ隊員、県庁担当者へ災
害発生のメールが一斉送信される。

県担当者へ出動要
請を依頼
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【県内局所集団災害発生時】

①

　　　　②

③

※参集状況入力（隊員）

　出動準備完了報告（病院）

⑤

ＤＭＡＴ関係機関連絡先
地域医療連携課　(平日昼間) 0742-27-8935
県立医科大学附属病院 0744-29-8962
奈良県総合医療センター 0742-46-6001
市立奈良病院 0742-24-1252
済生会中和病院 0744-43-5001
近畿大学奈良病院 0743-77-0880
大和高田市立病院 0745-53-2901
南奈良総合医療センター 0747-54-5000
奈良県西和医療センター 0745-32-0505
宇陀市立病院 0745-82-0381

0743-63-5611

県

ＤＭＡＴ指定病院
及びＤＭＡＴ

※暇がない場合は、
災害医療コーディ
ネーターに依頼可

※要請の必要がなく
なった場合

消防機関
県

（地域医療連携課：休日夜間担当者）

天理よろづ相談所病院

ＤＭＡＴ
指定病院

休日・夜間に発生した場合

④

フロー図
２－２

項目

※出動要請依頼後、
県防災統括室にも連
絡

（県内）局所集団災害発生

承諾

要請

出動

撤収

DMAT（指定病院）は県
担当者へ状況を報告

ＤＭＡＴ出動

安全対策、活動
支援及び情報提
供

局所災害（出動）基準

①５名以上の重傷・中等症の傷病者の発生が

見込まれる場合

②被災者の救出に時間を要する等ＤＭＡＴが

対応することで効果があると認められる場合

出動要請

救急医療情報シ
ステム入力

出動要請
（依頼）

DMATチームリーダー、
消防機関等関係機関と
の協議の上、県担当者
はDMATの撤収を決定

キャンセル

※病院へ電話にて （災
害医療コーディネーター
と相談）

県担当者は災害医療
コーディネーターに状況
を報告

DMAT隊員へ参集メール

災害発生の自
動通報メール
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　１　被災状況の情報収集　（地域医療連携課）

① 参集拠点の情報

② 被災地における被災者数（予想数）の情報

③ 被災地周辺の道路状況 等

　２　ＤＭＡＴ出動要請手順　（地域医療連携課）

（地域医療連携課　→　ＤＭＡＴ指定病院）

　●ＤＭＡＴの出動を要請

　●ＤＭＡＴ指定病院へ「奈良ＤＭＡＴ出動要請書」をＦＡＸ送信 ※原本は別途郵送

（ＤＭＡＴ指定病院）

　●ＤＭＡＴの出動要請を受け、出動について判断、決定

（ＤＭＡＴ指定病院　→　地域医療連携課）

　●地域医療連携課に対して出動の決定、出動時間等を報告

（地域医療連携課　→　各ＤＭＡＴ指定病院）

　●関係機関に対し、ＤＭＡＴの出動について連絡し、情報共有

手順書３

ＤＭＡＴ出動要請手順　（県外大規模災害発生時）

その４　出動の周知

　原則として他都道府県、厚生労働省からの要請を受け、県内ＤＭＡＴ指定病院に対
して以下の手順により出動を要請

その１　出動要請

その２　出動の決定

その３　出動の報告

※大規模災害時は、ＤＭＡＴの被災地への派遣が数次に渡る可能性もあるため、地域医
療連携課は必要に応じ被災都道府県、厚生労働省及び県内の統括ＤＭＡＴ等と協議の上、
出動チーム、期間等を調整します。

・待機基準を満たした場合、地
域医療連携課担当者は県庁
に参集するとともに被災状況
等を勘案し、必要に応じて災
害医療コーディネーターに県
庁への参集を依頼。
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フロー図３ 【県外大規模災害発生時】

被災都道府県 県 県 ＤＭＡＴ指定病院
又は国 （防災担当課） （地域医療連携課） 及びＤＭＡＴ

※出動体制を整え、待機

※参集状況入力（隊員）

　待機完了報告（病院）

ＤＭＡＴ関係機関連絡先　
地域医療連携課　(平日昼間) 0742-27-8935
県立医科大学附属病院 0744-29-8962
奈良県総合医療センター 0742-46-6001
市立奈良病院 0742-24-1252
済生会中和病院 0744-43-5001
近畿大学奈良病院 0743-77-0880
大和高田市立病院 0745-53-2901
南奈良総合医療センター 0747-54-5000
奈良県西和医療センター 0745-32-0505
宇陀市立病院 0745-82-0381

0743-63-5611

関係機関項目

※奈良県へEMIS、電
話、メール等による

※要請を受け、出動を
県に報告

※被災地、場合により
国よりEMIS、電話、メー
ル等による

※待機の必要がなく
なった場合

※病院へ電話及び文
書にて （災害医療コー
ディネーターと相談）

※出動時、道中、到着
時等チーム状況を伝達

県

ＤＭＡＴ
指定病院

天理よろづ相談所病院

（県外）大規模災害発生

職員配備 自動待機

体感、ＴＶ、ラジオ、ＥＭＩＳ等により災害を確認

待機要請

待機解除

出動要請 ＤＭＡＴ出動

被災状況の情報収集→（派遣が必要と認められた場合）

ＤＭＡＴ指揮所等の状況をも
とに、ＤＭＡＴチームリーダー、
災害医療コーディネーター、
県等で協議の上撤収を決定

覚知

待機

出動

撤収

出動要請

待機要請
一斉メール

情報集約及び
活動支援

※情報をシス
テム（掲示板）

へ入力

状況報告
（随時）

※システムに
活動状況を入

力

必要に応じて、ＳＣＵ設置→フロー図４へ

自動待機の場
合は、覚知後
直ちに、参集
状況を入力し
てください
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　１　ＳＣＵ設置関係の情報収集（地域医療連携課）

① ＳＣＵに搬送される被災者数（予想数）の情報

② 被災地からＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所までの道路状況

③ ドクターヘリ、防災ヘリの稼働状況 等

　２　ＳＣＵ設置要請手順（地域医療連携課）

（地域医療連携課←→災害医療コーディネーター）

　●ＳＣＵ設置場所の選定（北和（奈良県営競輪場）、中南和（橿原運動公園）※）

　　※ただし、県防災担当課等と調整の上決定する。

　●該当する指定病院の長に出動要請

　　　既にDMATが出動している場合はDMATチームリーダーに対して、ＳＣＵへの派遣を要請

　●該当するＤＭＡＴチームのリーダーにSCU設置要請

　　　　北和地域ＳＣＵ拠点（奈良県営競輪場）→原則、市立奈良病院

　　　　中南和地域ＳＣＵ拠点（橿原運動公園）→原則、奈良県立医科大学附属病院

　●ＳＣＵ資機材コンテナ設置施設の管理者等に、ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所を設置する旨連絡

（ＤＭＡＴチームリーダー　→　地域医療連携課）

　●地域医療連携課に対して出動準備完了、出動時間等を報告

(地域医療連携課及びＤＭＡＴ)

　●ＳＣＵ拠点において、ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所の起ち上げ（ＤＭＡＴ）

　●ＳＣＵ拠点において、ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所の起ち上げ支援（地域医療連携課）

（ＤＭＡＴチームリーダー　→　地域医療連携課）

　●地域医療連携課に対してＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所の設置完了を報告

(地域医療連携課　→　関係機関)

　●関係機関に対して、ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所の設置を周知

(地域医療連携課　→　DMAT指定病院、DMATチームリーダー)

その４　出動の報告

その５　ＳＣＵ本部設置、設置支援

その６　ＳＣＵ本部設置の報告

その７　ＳＣＵ本部設置の周知

手順書４

　ＳＣＵ設置要請手順

その２ 　設置要請

その１　ＳＣＵ本部の設置決定

その３　ＳＣＵ本部設置決定を連絡 （地域医療連携課→奈良県営競輪場、橿原運動公園）

　●ＳＣＵへ派遣するＤＭＡＴチームを決定（災害医療コーディネーター、ＤＭＡＴ現地本部と協議）

災害医療コーディネーターと協議し、必要と判断した場合は、ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所の設置を決定
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フロー図４ 【ＳＣＵ設置】

他府県及び 県 県 ＤＭＡＴ指定病院 ＳＣＵ資機材コン
他府県ＤＭＡＴ （防災担当課） （地域医療連携課） 及びＤＭＡＴ テナ設置施設

※応援要請

関係機関連絡先　
地域医療連携課　(平日昼間) 0742-27-8935
県立医科大学附属病院 0744-29-8962
奈良県総合医療センター 0742-46-6001
市立奈良病院 0742-24-1252
済生会中和病院 0744-43-5001
近畿大学奈良病院 0743-77-0880
大和高田市立病院 0745-53-2901
南奈良総合医療センター 0747-54-5000
奈良県西和医療センター 0745-32-0505
宇陀市立病院 0745-82-0381
奈良県営競輪場 0742-45-4481

0744-22-4001
0744-22-6665

橿原運動公園　 (橿原市危機管理課)
ＳＣＵ資機材
コンテナ設置

施設

県

ＤＭＡＴ
指定病院

(株式会社ビバ)

※要請を受け、出動を
県に報告

※設置完了後、県に報
告

項目 関係機関

※災害医療コーディ
ネーターと協議し
て、決定

※病院へ電話及び文
書にて要請。ＤＭＡＴ
チームリーダーへ電話
又はシステムでの伝達
にて （災害医療コー
ディネーターと相談）

ＤＭＡＴ出動

ＳＣＵ設置関係の情報収集

ＳＣＵへの出
動及び設置

要請

設置決定連絡

ＳＣＵ本部設置及び設置支援

ＳＣＵ本部
設置周知

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所等の状況をもと
に、ＤＭＡＴチームリーダー、災害医
療コーディネーター、県等で協議の上
撤収を決定

設置
決定

出動

撤収

設置決定

設置場所の決定

ＳＣＵ派遣Ｄ
ＭＡＴチーム

の決定

※県防災担当課、災害医療コーディ
ネーターと調整して決定

※他府県ＤＭＡＴ参集場所の決定
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